
令和 ８ 年 ５ 月 吉 日 

採用ご担当者 様 

北京都ジョブパーク 

 

北京都ジョブ博２０２６ 

「嵯峨美術大学×北京都ジョブパーク～ローカルからクリエイティブを～ 

嵯峨美生のためのクリエイティブ職マッチングフェア」開催のご案内 

  

 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

平素は北京都ジョブパークの運営に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 

さて、このたび嵯峨美術大学・短期大学にて芸術教育を学ばれた学生の就職支援として、京都府北

部（福知山市・舞鶴市・綾部市・宮津市・京丹後市・伊根町・与謝野町）に事業所を置き、クリエイティ

ブな人材を求める企業と学生のマッチングの機会創出や業界研究を目的としたイベントを実施いた

します。本イベントは、企業の皆さまには会場、または会社からオンラインでご参加いただき、参加学

生の皆さまには会場またはオンラインで視聴していただける、ハイブリッド形式で実施いたします。 

 

つきましては、京都府北部にてクリエイティブな仕事に携わることができることを発信するとともに人材

確保の機会としたいと考えておりますので、是非ご参加いただきますようご案内申し上げます。 

 

詳細につきましては、別紙開催要項をご覧ください。 

 

まずは書中をもちましてご案内申しあげます。 

 

 

敬具 

 

 

 

北京都ジョブパーク 

企業支援員  辻本 栄子 

〒620-0045 

京都府福知山市駅前町 400 

市民交流プラザふくちやま 4 階 

TEL：0773-22-3363(直通) 



 
 

北京都ジョブ博２０２６ 

「嵯峨美術大学×北京都ジョブパーク～ローカルからクリエイティブを～ 

嵯峨美生のためのクリエイティブ職マッチングフェア」開催要項 

 

 

◆ 目 的 

    令和７年度に実施した「北京都ジョブ博２０２５ 嵯峨美術大学×北京都ジョブパ

ーク～ローカルからクリエイティブを～クリエイティブ職(※1)マッチングフェア」で

は７名（うちオンライン１名含む）の学生参加があり、マッチングに向け新しい取組

となった。今後においても当イベントを継続実施することで、定例のマッチングイベ

ントとして定着させ、学生と企業のマッチングの機会創出を増やす。 

令和８年度も嵯峨美術大学・短期大学にて芸術教育を学んだ学生の就職支援として、

京都府北部（福知山市・舞鶴市・綾部市・宮津市・京丹後市・伊根町・与謝野町）に

事業所を置き、クリエイティブな人材を求める企業と学生のマッチングの機会創出や

業界研究を目的として実施する。 

 

 

 

 

 

◆ 主 催 

北京都ジョブパーク 嵯峨美術大学・短期大学 

 

 

◆ 内 容 

 

（１）開催日時 

  ２０２６年９月２８日（月） 

  開始 １３：３０～１５：３０ （受付１３：００） 

 

（２）開催場所 

嵯峨美術大学校内 教室 

 

（３）実施内容 

① クリエイティブな人材を求めている企業（５社程度）が、自社の魅力を約２０分

間でプレゼンテーションを行い、その後５分程度の質疑応答を実施する。 

② プレゼンテーションでは、各企業の職場の雰囲気や、製作物、提供サービス等に

ついて、映像や展示を交えながら紹介する。 

  

※1 本フェアにおける「クリエイティブ職」とは、デザイン・企画・制作・広報・映像・Web・広告・IT・商品開発など、アイデアや 

表現力、専門的な技術を活かして価値を生み出す職種を指します。業種を問わず、創意工夫を活かした業務を含みます。 



 

（４）実施方法 

① 企業は、会場参加またはオンライン参加によりプレゼンテーションを実施する。 

② 学生は会場にて、パブリックビューイング形式で各企業の魅力発信を視聴する。 

 

（５）参加対象者 

２０２７年３月卒業予定および２０２８年３月以降卒業予定の嵯峨美生 

 

（６）参加企業 

以下の条件を満たす事業所５社程度 

（基本的には先着順ですが、業界や所在地により選考されます。） 

① 京都府北部（福知山市・舞鶴市・綾部市・宮津市・京丹後市・伊根町・与謝野町）

に事業所があること 

② 自社の魅力を２０分間程度で発信ができること 

③ クリエイティブな人材を募集していること 

④ 移住希望者等の雇用に理解があること 

⑤ 令和８年度中又は令和９年度に京都府北部での求人募集を予定していること 

⑥ 雇用保険適用事業所で、ハローワーク・ジョブこねっと（京都府求人）で求人の

申込み及び掲載を、広報が開始される７月２７日(月)までに行えること 

⑦ 公正な採用選考を行う事業所であること 

⑧ 企業内人権啓発推進員を設置していること 

⑨ 自社 SNS等で当イベントの広報にご協力いただけること 

⑩ 参加後、インターンシップ等参加状況、内定状況を報告いただけること 

⑪ 「京都で働く人の応援団」に登録し、「働きやすい職場をつくるための行動宣言」

を行っていただけること 

 

（７）その他 

   ・参加無料 

   ・参加方法：会場参加またはオンラインよりお選びいただけます。 

（会場参加にかかる交通費は各自ご負担ください。） 

 


